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News letter

　2024年1月号のニュースレターを

お届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等

があれば、当事務所までお問い合

わせください。
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◆2024年4月から変わる更新上限・無期転換の明示ルール

◆無期転換ルールと定年再雇用後の従業員の取扱い

◆労働時間制度の基本と裁量労働制の改正

◆賞与を支給する際の社会保険に関する留意点



有期労働契約の更新上限
　有期労働契約を締結する際には、契約更新
の有無と「更新する場合がある」と明示したと
きには、その判断基準を明示する必要がありま
す。
　2024年4月より、これに加えて、更新上限の
定めがある場合には、例えば「通算5年まで」や
「更新3回まで」のようにその内容を明示するこ
とが義務となります。
　また、更新上限を定めていなかったにもかか
わらず、その後に新たに「通算5年まで」と更新
上限を設定する場合や、「更新5回まで」として
いたものを「更新3回まで」のように短縮する
場合は、その理由をあらかじめ対象となる従業
員に説明することが必要になります。
　なお、更新上限を定めない場合は、明示の必
要はありませんが、契約内容を明確にするとい
う観点からは、更新上限がないことを明示する
ことが望ましいでしょう。

無期転換の取扱い
　有期労働契約が反復更新されて通算5年を
超える契約を締結すると、従業員は無期転換

の申込をすることができます。2024年4月から
は、対象となる従業員に無期転換の申込ができ
ることを労働条件通知書で明示し、さらに、無
期転換後に有期労働契約時の労働条件から
変わる場合には、その内容も明示することにな
ります。
　なお、その内容については別紙を添付するな
どして明示することも認められています。これら
の内容に係る労働条件通知書の記載例は以下
のとおりです。

　この無期転換に関する明示は、無期転換の
申込ができる有期契約労働者が対象になりま
す。有期契約労働者全員が対象になる訳では
ないため、有期労働契約が通算5年を超えてい
るか否かの管理が必要です。この際、無期転換
への申込を行う意思はないと表明している従
業員に対しても、この明示は必要です。

会社には正社員やパートタイマー、嘱託社員など様々な雇用形態の方がいるかと思いますので、今回の変
更となる有期契約労働者に対する明示事項と、就業場所・業務の変更の範囲について、それぞれ必要と
なる事項を労働条件通知書のひな形に反映しておきましょう。

本契約期間中に会社に対して期間の定めのな
い労働契約（無期労働契約）の締結の申込み
をすることにより、本契約期間の末日の翌日（　
〇〇年〇月〇日）から、無期労働契約での雇用
に転換することができる。この場合の本契約
からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙
のとおり））
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2024年4月から変わる
更新上限・無期転換の明示ルール
2024年4月より、労働条件の明示に関して、就業場所・業務の変更の範囲の明示が必要にな
ります。また、この変更点以外にも有期労働契約では更新上限と無期転換に関する事項も変更
になります。以下ではこの内容をとり上げます。
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無期転換ルール
　無期転換ルールとは、同一の会社との間で、
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超
えた場合、従業員からの申込により、次の契約
から無期労働契約に転換できるというもので
す。
　下図のように労働契約期間が1年の場合、5
回目の更新後に無期転換申込権が発生し、無
期転換の申込をすることができます。

　従業員がこの無期転換の申込をした場合、
会社は無期転換することを断ることはできませ
ん。

無期転換後の労働条件
　この無期転換は非正規労働者を正社員にす
るものではなく、あくまで契約期間が有期から
無期に変わることを意味しています。そのため、
無期転換後の労働条件（職務、勤務地、賃金、

労働時間など）は、就業規則や個々の労働契
約等に別段の定めがなければ、従前の内容（有
期労働契約の内容）と同じとなります。例えば
労働日や労働時間について、1日4時間、週3
日勤務という有期労働契約であれば、この労
働日数や労働時間数のままとなります。

定年再雇用者の取扱い
　定年後の再雇用の契約は、有期労働とする
こともあります。有期労働契約には、このような
定年後に再雇用する従業員も含まれます。この
定年後に再雇用した従業員については、労働局
に申請をして認定を受けることで、有期労働契
約が通算5年を超えたとしても無期転換申込
権が発生しない、という特例が認められていま
す。
　この認定を受けた後は、定年後に再雇用した
従業員の労働条件通知書に、定年後引き続い
て雇用されている期間については無期転換申
込権が発生しない旨を記載しておき、対象とな
る従業員に無期転換の申込ができないことを
理解してもらうことも必要です。

労働局の認定を受けていない場合は、定年後に再雇用した従業員も、有期労働契約が通算 5年を超え
ると、原則通り、無期転換の申込ができることになります。この場合、2024年 4月から変更される労働
条件の明示事項に関して、無期転換の申込ができること等を労働条件通知書に明示する必要が出てきま
す。労働局の認定が必要か否かを検討し、認定を受ける場合は準備を進めましょう。
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無期転換ルールと定年再雇用後の
従業員の取扱い
2024年4月より、無期転換の申込ができる有期契約労働者に対して、無期転換の申込ができ
ること等を労働条件通知書で明示することが求められます。以下では、無期転換ルールと定年
再雇用者の取扱いについて改めて確認します。
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労働時間制度の基本と
裁量労働制の改正
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、
社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長

そろそろ来年度の会社カレンダーを作ろうと思っています。これまで1ヶ月単位の変形労
働時間制を採用してきたのですが、土曜日出勤をなくして、1日の所定労働時間8時間、
完全週休2日制に変更しようかと思っています。

これまでは年に数回、土曜日に出勤するため、1ヶ月の変形労働時間制にされていましたね。

そうです。ただ、従業員からの完全週休2日制の要望が強く、また、求人の関係で土曜日
出勤が不評のため、変更を考えています。年間の所定労働日数はそのままにしようと思っ
ていますので、お盆や年末年始のお休みを少なくする予定です。この場合、変形労働時間
制にする必要性はありませんよね。

制度を導入しようとすると、導入のハードルは高いということなのでしょうか。

① 1日の所定労働時間が 8時間以内で完全週休 2日制のときには変形労働時間制を適用 
　しなくてもよい。
②裁量労働制は 2024年 4月から新たな手続き設けられ、制度の導入や継続は慎重に検 
　討する必要性が増す。

はい、お聞きした限りでは、原則の労働時間制で問題ありません。

極端な表現をすると、何時間働いたとしても、あらかじめ労使で決めた労働時間働いたと
みなす制度であるため、過重労働になりやすいという懸念があります。また、実際の労働時
間が、みなす労働時間よりも長いときには、従業員からの不満も出やすいものとなります。

社労士

ONE 
POINT

そうなのですね。

裁量労働制は、労働時間制度の例外として位置づけられているものです。一定の専門業
務や企画業務に従事する従業員について、あらかじめ労使で決めた時間について労働し
たとみなす制度です。いくつかの要件や導入手続きがありますので、適用する際には慎重
に考える必要があります。

そのように感じています。特に2024年4月からは裁量労働制の導入や継続には新たな
手続きが必要になり、例えば、専門業務については本人同意が必要となり、同意の撤回
の手続きを定める必要があります。導入にはしっかりとした検討が必要になりますね。

そのほか、一部、専門職の従業員からは、もっと柔軟に働きたいという要望が出ていま
す。労働時間にとらわれない働き方として裁量労働制があると聞きましたが、当社でもそ
のような制度を導入することができるのでしょうか。
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賞与の支給と社会保険料
　毎月支給する給与は、支給額に基づき標準
報酬月額が決定・改定され、この標準報酬月額
に基づいて従業員や会社が負担する社会保険
料が決定されます。
　賞与に関しては、支給する賞与額から1,000
円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に保
険料率を乗じて、その都度、社会保険料が決定
されます。
　標準賞与額には上限があり、健康保険・介護
保険は年間累計額573万円（毎年4月1日か
ら翌年3月31日までの累計額）、厚生年金保険
は支給1ヶ月あたり150万円が上限となります。
なお、同月内に賞与が2回以上支給されるとき
は合算した額が厚生年金保険の上限となりま
す。

育休中の従業員への支給
　育児休業中の社会保険料は、会社が手続き
をすることで、その徴収が免除されることとなっ
ています。免除の対象となる社会保険料は、育

児休業等を開始した日の属する月から育児休
業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで
の期間の、毎月の社会保険料です。
　ただし、賞与にかかる社会保険料は、育児休
業の期間が１ヶ月を超えるときにのみ、免除と
なります。免除の対象は、末日が育児休業であ
る月に支給される賞与の社会保険料です。

賞与支払届の提出
　賞与を支給したときには、支給日から5日以
内に賞与支払届を日本年金機構に届け出する
必要があります。この届出内容に基づき、社会
保険料が計算されるとともに、将来受け取る年
金額の計算の基礎となります。
　日本年金機構に賞与支払予定月を登録して
いる会社では、被保険者の氏名や生年月日等
が記載された届出用紙または電子媒体が、原則
として賞与支給予定月の前月に届くことになっ
ています。
　なお、登録している賞与支払予定月に賞与を
支給しなかったときには「賞与不支給報告書」
の提出が必要です。

退職等により社会保険の資格を喪失する日が属する月に支給する賞与には、社会保険料がかかりません。
ただし、資格を取得した月と同じ月に資格喪失をした場合で、資格取得日から資格喪失日の前日までに
支払われたものであれば、社会保険料がかかることになっています。
なお、健康保険では、社会保険の資格を喪失する日が属する月に支給した賞与でも、資格喪失日の前日
までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定し、年間累計額に含めることになっているため、
該当する従業員がいるときには、賞与額等の記入漏れがないように注意が必要です。
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賞与を支給する際の社会保険に
関する留意点
社会保険料（健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料）は毎月支給する給与のほかに、賞与（原
則、年3回以下の支給に限る）を支給したときにもかかります。そこで改めて賞与を支給する場合
の社会保険料の計算や届出に関する留意点について確認します。
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固定比率と固定長期適合率
　固定比率とは、固定資産のうちどの程度が
返済不要の純資産でまかなわれているかを示
す指標です。「固定資産÷純資産×100」で算
出でき、100％以下が望ましいといえます。
　固定資産は本来、純資産でまかなうべきもの
です。しかし、日本の中小企業は間接金融への
依存度が高いため、純資産と長期借入金（固定
負債）の総額でバランスを見る方が現実的とい
えます。これを｢固定長期適合率｣といいます。
　固定長期適合率は、「固定資産÷（純資産＋
固定負債）×100」で算出できます。100％以下
であるべきですが、一般的に70％以下が望まし
いといわれています。

固定資産・純資産・固定負債
　固定資産は、長期にわたって使用・保有でき
る資産をいい、有形固定資産と無形固定資産、
投資その他の資産があります。有形固定資産
は、土地や建物、車両のように具体的な形態を
持つものです。無形固定資産は、電話加入権や
特許権のように具体的な形態を持たないもの
で、営業権、借地権、ソフトウエアなども該当し
ます。投資その他の資産は、長期にわたって所
有する有価証券や出資金、長期貸付金等が該
当します。

　純資産は、会社設立時や増資の際に株主か
ら集めた資本金と会社の利益の積み上げをい
います。純資産は返済不要のものからなるため、
「自己資本」とも呼ばれます。
　固定負債は、1年を超えて支払いの義務が発
生する負債をいい、長期借入金や社債などが該
当します。

産業別の固定比率等は
　中小企業庁が2023年7月に発表した資料※

から、産業別に中小企業（法人企業）の2021
年度の固定比率と固定長期適合率を算出して
まとめると、下表のとおりです。

　貴社の固定比率等と比べてみてはいかがで
しょうか。

社長のための財務
固定比率と固定長期適合率
ここでは、会社の長期的な支払い能力を示す指標である、固定比率と固定長期適合率について
みていきます。

※中小企業庁「令和 4 年中小企業実態基本調査」
　全国の中小企業の中から選出した約 11万社を対象とした調査です。ここでの固定資産は有形固定資産＋無形固定資産＋投資その他の資産、固定負債は社
債＋長期借入金（金融機関）＋長期借入金（金融機関以外）＋その他の固定負債、純資産は資本金＋資本剰余金＋利益剰余金＋自己株式となっています。詳
細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00553010&tstat=000001019842

固定比率 固定長期
適合率

法人企業合計 113.8 63.8
建設業 75.5 48.2
製造業 94.0 58.3
情報通信業 56.4 42.5
運輸業，郵便業 164.0 73.4
卸売業 80.0 53.3
小売業 117.9 63.5
不動産業，物品賃貸業 177.7 77.5
学術研究，専門・技術サービス業 104.1 74.8
宿泊業，飲食サービス業 463.0 83.7
生活関連サービス業，娯楽業 169.0 77.1
他に分類されないサービス業 153.3 71.3

産業別の固定比率・固定長期適合率（％）

中小企業庁「令和4年中小企業実態基本調査」より作成

100100％以下が望ましい％以下が望ましい

であるべきですが、 般的にであるべきですが、 般的に7070％以下が望まし％以下が望まし
100100％以下％以下

いい
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増加する副業がある人
　上記調査結果から、都道府県別に副業があ
る人の数などをまとめると下表のとおりです。
　2022年10月時点の全国で副業がある人は
304.9万人となり、 2017年から59.8万人の増
加です。
　都道府県別では、東京都が52.4万人で最も
多くなりました。次いで、神奈川県や大阪府、愛
知県、埼玉県などで、副業がある人の数が多く
なりました。最も少ないのは鳥取県と徳島県の
1.4万人でした。

副業者比率は4.8％に
　全国の副業者比率（副業がある人の割合）は
4.8％で、 2017年から0.9ポイントの増加です。
　都道府県別では、京都府が7.5％で最も高く、
東京都が6.5％で続いています。最も低いのは
宮崎県の3.3％でした。

　人材不足対策として、副業人材を活用する企
業があります。業務内容などにもよりますが、人
材不足の企業では検討の余地があるかもしれ
ません。 

副業がある人は300万人を突破
国の進める働き方改革により、副業が可能な環境が整ってきています。ここでは、 2023年7月
に発表された調査結果※から、都道府県別の副業に関するデータをご紹介します。

※総務省「令和 4 年就業構造基本調査」
　全国の約 54万世帯（15歳以上の世帯員約 108万人）を対象に、2022年（令和 4 年）10月 1日現在で行われた調査です。副業とは主な仕事以外に就い
ている仕事をいい、ここでの副業がある人は非農林業従事者のうち副業がある人です。詳細は次の URLのページから確認いただけます。
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html

総務省「令和4年就業構造基本調査」結果の概要より作成

都道府県別の副業がある人と副業者比率 （万人、％）
副業がある人 副業者比率 副業がある人 副業者比率 副業がある人 副業者比率

全国 304.9 4.8 富山県 2.3 4.4 島根県 1.7 5.3
北海道 10.5 4.2 石川県 2.6 4.5 岡山県 4.4 4.8
青森県 2.0 3.7 福井県 1.9 4.8 広島県 6.3 4.5
岩手県 2.6 4.7 山梨県 2.0 4.8 山口県 2.8 4.4
宮城県 4.5 4.0 長野県 5.4 5.3 徳島県 1.4 4.4
秋田県 1.8 4.1 岐阜県 4.2 4.2 香川県 1.8 4.0
山形県 2.2 4.5 静岡県 6.7 3.6 愛媛県 2.6 4.3
福島県 3.6 4.1 愛知県 19.0 4.8 高知県 1.6 5.2
茨城県 5.7 4.1 三重県 3.6 4.1 福岡県 10.2 4.0
栃木県 4.1 4.3 滋賀県 3.3 4.6 佐賀県 1.8 4.8
群馬県 4.0 4.2 京都府 9.7 7.5 長崎県 2.5 4.3
埼玉県 17.2 4.5 大阪府 21.5 4.8 熊本県 3.5 4.4
千葉県 13.6 4.3 兵庫県 12.5 4.8 大分県 1.8 3.5
東京都 52.4 6.5 奈良県 3.0 4.9 宮崎県 1.6 3.3
神奈川県 25.3 5.1 和歌山県 2.3 5.6 鹿児島県 3.1 4.2
新潟県 4.5 4.3 鳥取県 1.4 5.5 沖縄県 3.0 4.3

ナグモ社労士事務所



仕事は始めが肝心です。取引先の仕事開始日を踏まえて、新年の挨拶回りなどを滞りなく実施す
ると、気持ちよいスタートがきれるでしょう。

　第4期分の個人の道府県民税と市町村民税の納付月です。納期限は、市町村の条例で定める日です。資金繰りも考慮し
た上で、納付もれのないようにしましょう。

　2024年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が済んでいるか、今一度確認しましょう。回収期限は、 2024年最
初の給与支払日の前日です。個人番号記載に係る本人確認や、必要事項の記載もれ有無の確認をしましょう。また、 2023
年の給与に係る源泉徴収票は、年末調整の対象者か否かにかかわらず、すべての給与受給者に交付しましょう。

　毎年1月は各種法定調書の提出月です。法定調書には、源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書などがありま
す。各調書には税務署や市区町村への提出の要件が定められています。税務署から送付される説明書などを確認の上、提出
しましょう。

　いよいよ3ヶ月後には新卒者が入社してきます。内定者に対しては、入社までのスケジュールや入社に必要な書類についての
連絡を行い、入社の準備をしておいてもらうようにしましょう。

　年賀状を送付していなかった先より届いた場合には、速やかに返礼を出すとともにリストへの追加をします。また住所変更
などのあった先については、リストの修正を行います。必要に応じ、関係部署にも連絡します。

　2024年1月1日現在所有している償却資産について、 1月中に市町村へ申告します。納付税額は市町村から土地 ・ 建
物等の固定資産税と一緒に後日通知されます。

　所得税の還付を受けるための確定申告書の提出は、 2月15日以前でも可能です。早く申告を行えば、早く還付が受けら
れます。

還付申告 （所得税の確定申告）の受付開始

固定資産税の償却資産に関する申告

個人の県民税・市町村民税の納付 （第4期分）

給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付

各種法定調書の提出

4月入社の内定者への情報提供

年賀状の返礼と整理、住所などのメンテナンス

06

07

05

04

03

02

01

お仕事備忘録　WOR K R EMINDER
1月号 / 2024
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本格的な冬の到来で、インフルエンザなどが流行する時期になってきました。室内の換気や加湿
といった衛生管理をしっかり行うようにしましょう。

日 曜日 六曜 項　　目
1 月 赤口 元日
2 火 先勝
3 水 友引

4 木 先負
●健康保険・厚生年金保険料の支払 （11月分） 
●所得税の還付申告の受付開始 （令和5年分）

5 金 仏滅
6 土 大安 小寒
7 日 赤口
8 月 先勝 成人の日
9 火 友引

10 水 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納期限 （12月分） 

11 木 赤口
12 金 先勝
13 土 友引
14 日 先負
15 月 仏滅
16 火 大安
17 水 赤口
18 木 先勝
19 金 友引
20 土 先負 大寒
21 日 仏滅

22 月 大安 ●源泉所得税の納期限の特例納期限 （前年7～12月分） 

23 火 赤口
24 水 先勝
25 木 友引
26 金 先負
27 土 仏滅
28 日 大安
29 月 赤口
30 火 先勝

31 水 友引

●健康保険・厚生年金保険料の支払期限 （12月分） 
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払期限 （第3期分） ※口座振替を利用しない場合 
●労働者死傷病報告書の提出期限 （休業1～3日の10月から12月分の労災事故について報告） 
●個人の県民税・市町村民税の納期限 （第4期分） ※市町村の条例で定める日まで 
●税務署へ法定調書の提出期限 
●市区町村への給与支払報告書の提出期限 
●固定資産税の償却資産に関する申告期限 
●給与所得者の扶養控除等申告書の回収期限　※最初の給与支払日の前日まで 
●源泉徴収票の交付

お仕事カレンダー　WOR K CA LENDA R
1月号 / 2024

ナグモ社労士事務所
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